
 

◆申請について 
市役所で用意しているスマートフォンを使って 

無料でお写真をお撮りします！ 

【申請場所】 胎内市役所 市民係（１階①番窓口）  
※事前の電話は不要です。 

 

 

 

 

 

【持ちもの】 保険証、年金手帳など 

（交付申請書をお持ちの場合はご持参ください） 

【所要時間】 おひとりあたり約 15 分程度 

（お時間に余裕をもってお越しください） 

運転免許証を返納された方必見！ 

平  日    午前８時 30 分から午後５時 15 分まで 
（水曜日は午後７時まで） 

毎月第２日曜日 午前８時 30 分から正午まで 

申請しましたか？ 

マイナンバーカード 

胎内市市民生活課 市民係 0254-43-6111（内線：1145） 

無 料 

（紛失等による再交付は有料） 

健康保険証として使えるよう

になると、高額医療費制度におけ

る限度額認定証がなくても限度

額を超える支払いが免除される

などのメリットがあります。 


